
県立病院看護職員等の営業車利用料金県費負担実施要領の一部改正の概要 

 

１ 改正の概要 

  県立病院看護職員等のタクシー利用時の代金について、近年のタクシー利用料金の 

 値上げに伴い、県費負担額を増額する。 

  前回（平成８年８月１日）の改正時と比べ、タクシー料金が 36.4％上昇しているこ 

 とから、上昇率に応じて負担額の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

  県立病院看護職員等の営業車利用料金県費負担実施要領「第３ 県費負担額」中の 

 表を次のように改める。 

タクシー利用料金 県費負担額 

１ 2,000 円までの場合 利用料金の全額 

２ 2,000 円を超え 7,300 円までの場合 2,000 円に 2,000 円を超える額の 2 分

の１額を加算して得た額 

３ 7,300 円を超える場合 4,650 円 

 

３ 施行期日 

  令和６年 4 月 1 日                （組合でレイアウトなど加工） 

３
月
25
日
、
病
院
事
業

庁
交
渉
を
行
い
、
春
闘
要

求
の
回
答
の
あ
と
４
月
１

日
か
ら
の
変
更
点
な
ど
を

確
認
し
ま
し
た
。

統
一
要
求
で
要
求
し
た

「
看
護
師
の
夜
勤
時
の
タ

ク
シ
ー
の
補
助
額
の
増
に

つ
い
て
」
は
、
市
場
価
格

を
踏
ま
え
た
内
容
で
４
月

１
日
か
ら
利
用
補
助
額
が

改
定
さ
れ
ま
す
。

３
月
31
日
ま
で
は
、
利

用
額
「
１
，
４
５
０
円
」

ま
で
が
全
額
県
費
負
担
で

す
が
、
４
月
１
日
か
ら
は

「
２
，
０
０
０
円
」
ま
で

全
額
県
費
負
担
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
同
様
に
利
用

額
「
５
，
３
５
０
円
」
以

上
は
県
費
負
担
が
一
律
３
，

４
０
０
円
で
し
た
が
、
そ

れ
を
「
７
，
３
０
０
円
」

以
上
が
一
律
４
，
６
５
０

円
の
県
費
負
担
と
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

定
年
延
長
が
実
施
さ
れ
、

役
職
定
年
も
始
ま
る
た
め

再
度
事
業
庁
の
考
え
を
確

認
し
ま
し
た
。

役
職
定
年
に
つ
い
て
は

当
時
の
交
渉
で
確
認
し
た

「
若
手
職
員
の
昇
進
に
影

響
が
な
い
よ
う
に
努
め
る
」

「
副
師
長
に
関
し
て
は
、

年
齢
で
降
任
、
役
職
定
年

と
な
る
の
で
、
若
い
人
で

適
任
者
が
い
る
な
ら
そ
の

者
が
副
師
長
に
な
る
」
の

２
点
に
つ
い
て
当
時
と
変

更
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
、
精
神

医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
実
質

的
な
班
長
業
務
を
行
っ
て

い
る
が
班
長
と
さ
れ
な
い

師
長
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

ア
ク
ト
、
Ｄ
Ｃ
の
師
長
は

職
員
録
上
で
は
班
長
で
は

な
い
が
、
実
際
に
師
長
と

呼
ば
れ
、
師
長
業
務
を
行
っ

て
お
り
、
班
長
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
者
は
、
院
内
で
も
少
な

い
状
況
と
の
こ
と
。
実
際

に
師
長
と
い
う
呼
び
方
だ

け
で
な
く
、
こ
の
Ｄ
Ｃ
や

ア
ク
ト
の
師
長
は
病
棟
に

異
動
す
る
と
班
長
の
師
長

と
な
る
し
、
病
棟
の
師
長
、

班
長
の
人
が
Ｄ
Ｃ
、
ア
ク

ト
に
班
長
で
は
な
い
が
師

長
と
し
て
異
動
す
る
現
状

も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
実
際
に
師
長
、
つ
ま
り

班
長
と
し
て
み
な
せ
る
が
、

こ
の
席
に
役
職
定
年
の
者

が
師
長
を
務
め
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
、
若
い
人

の
昇
任
を
妨
げ
る
こ
と
と

な
り
、
役
職
定
年
の
趣
旨

や
説
明
と
異
な
る
こ
と
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
伝
え
ま
し
た
。

〇
生
理
休
暇
の
名
称
変
更

と
取
得
単
位
の
拡
大
。

〇
フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ッ
プ
制

度
に
よ
り
配
偶
者
の
定
義

変
更
。

〇
夏
季
休
暇
は
５
月
か
ら
。

詳
し
く
は
、
職
場
の
通

知
文
な
ど
で
確
認
を
。
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がん 看護師 ＋３ 別途措置の過員は「５」なので、実際は「－２」 

精神 看護師 ＋３ 別途措置の過員は「３」なのだが、東１病棟の過員

は置く予定だが、「＋２」は置けない見込み 

小児 看護師・助産師 －２ 別途措置の過員は「６」なので、実際は「－８」足

りない 

 

病
院
事
業
庁
か
ら
、
看

護
師
の
過
欠
員
状
況
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

休
職
者
な
ど
を
正
規
職

員
で
補
充
し
た
と
し
て
も
、

過
欠
員
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。
各
病
院
で
「
前
倒

し
採
用
」
や
「
臨
時
的
任

用
職
員
の
採
用
」
は
可
能

と
の
こ
と
で
し
た
。

交
渉
で
確
認
し
た
こ
と

は
次
の
通
り
で
す
。

組
合

が
ん
セ
ン
タ
ー
の

看
護
師
が
少
な
い
の
は
、

応
募
が
無
か
っ
た
か
ら
か
。

事
業
庁

異
動
や
退
職
な

ど
の
見
込
み
の
計
算
違
い
。

昨
年
は
愛
知
病
院
か
ら
の

異
動
な
ど
の
協
力
が
あ
っ

た
が
、
今
回
は
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー
へ
の
異
動
が
多

く
、
各
セ
ン
タ
ー
で
把
握

し
き
れ
な
い
欠
員
が
で
た
。

組
合

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

の
人
員
は
足
り
な
い
の
か
。

４
月
以
降
の
年
度
途
中
の

異
動
の
可
能
性
は
あ
る
か
。

事
業
庁

欠
員
は
ま
だ
あ

る
が
、
年
度
途
中
の
異
動

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

組
合

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

で
退
職
者
が
多
く
出
た
理

由
は
把
握
し
て
い
る
か
。

事
業
庁

新
規
採
用
者
で

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
希
望

が
減
っ
て
い
た
。
そ
し
て

長
く
務
め
て
い
る
人
が
多

く
、
そ
の
方
た
ち
の
退
職

が
重
な
っ
た
。
看
護
学
校

も
専
門
性
か
ら
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー
を
就
職
先
に
勧

め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

聞
い
て
い
る
。

組
合

精
神
の
東
１
に
置

く
予
定
の
「
２
」
は
10
月

採
用
な
ど
で
き
る
の
か
。

事
業
庁

５
月
に
採
用
試

験
を
行
い
、
可
能
で
あ
れ

ば
前
倒
し
採
用
す
る
。
臨

任
の
対
応
も
可
能
。

組
合

小
児
の
検
査
は
人

事
異
動
で
当
直
体
制
が
保

て
る
人
員
配
置
と
な
っ
た

か
。

事
業
庁

病
院
間
で
異
動

が
ま
と
ま
ら
ず
、
大
規
模

な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

夜
勤
免
除
者
が
１
名
異
動

し
、
新
規
採
用
者
が
入
る
。

過
員
対
応
は
難
し
く
、
病

院
の
予
算
と
相
談
に
な
る

が
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を

入
れ
る
な
ど
し
て
当
直
後

の
勤
務
負
担
を
軽
く
す
る

の
は
で
き
る
。
状
況
的
に

難
し
け
れ
ば
相
談
し
て
ほ

し
い
。

。
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